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指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
建
設
業
の
営
業
の
停
止�

（
事
業
管
理
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧�

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二
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挙
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〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
令
和
三
年
分
）�

　
　

二

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
二
二
〇
一
一
四

ど
ん
ぐ
り
は
う
す

柴
田
郡
大
河
原
町
新
桜

町
二
番
地
五

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社　

幸

の
樹

令
和
五
年
二
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等
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商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

有
限
会
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
物

流最
上　

正
俊

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船
迫
字
川
前
五
十
五
番
地

一

般－

二

第
二
万
五
百
三
十
四
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
係
る
営
業
の
全
部

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の
三
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

有
限
会
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
物
流
の
役
員
は
、
令
和
二
年
六
月
十
八
日
に
廃
棄
物
を
焼
却
し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
違
反
し
た
と
し
て
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
に
大

河
原
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
名
足
三
九
番
一
六
地
先

か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
中
山
二
三
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
〇
～

�

三
二
・
三

�

一
七
二
・
〇

後

一
二
・
〇
～

�

一
八
・
五

�

一
七
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称

　
　
　

名
取
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
田
高
字
南
二
百
三
十
八
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
太
白
区
中
田
六
丁
目
二
十
二
番
七
号

�

椎
名　

聡
陽　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
令
和
四
年
宮
選
管
告
示
第
百

二
十
三
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
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�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

郡
和
子
の
会
の
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１

　

収
入
総
額

　
　

� 16,194,517

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　

�　

9,994,517

」
に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　

� 14,999,956

」
を
「本

年
収
入
額

　
　
　

�　

8,799,956

」
に
改
め
る
。

２　

支
出
総
額
中

「２

　

支
出
総
額

　
　

� 12,020,641

」
を
「２

　

支
出
総
額

　
　

�　

5,820,641

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
収
入
の
内
訳
中

「寄
附

　
　
　
　
　
　

� 14,915,941
」
を
「寄

附

　
　
　
　
　

�　
　

8,715,941

」
に
、

「個
人
分

　
　
　
　
　

� 13,365,941

」
を
「個

人
分

　
　
　
　

�　
　

7,165,941

」
に
改
め
る
。

４　

支
出
の
内
訳
中

「寄
附

・交
付
金

　
　

�　

6,200,000

」
を
削
る
。　

５　

寄
附
の
内
訳
中

「郡

　

和
子

　
　
　

�　
　

8,165,941

」
を
「郡

　

和
子

　
　
　

�　
　

6,965,941

」
に
改
め
、

「郡

　

尚
徳

　
　
　

�　
　

5,000,000　

仙
台
市
若
林
区

」
を
削
る
。


